
阿賀野市選挙管理委員会告示第 ９ 号 

 

 令和３年８月１０日執行予定の阿賀野市大室財産区議会議員一般選挙において、公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第３項の規定による、選挙人名簿の

被登録資格の決定の基準となる日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第１４条第２項の規定により告示する。 

 

   令和３年７月１５日 

 

                        阿賀野市選挙管理委員会 

                         委員長 小 林 壽 英 

 

 

１ 被登録資格決定基準日   令和３年８月４日 

  （ただし、年齢については、令和３年８月１０日とする。） 
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